
（参考様式）（第11条・第13条関係） 

 

意見回答書 

 

作成日   年   月   日 

太陽光発電施設の設置予定場所 長野県上田市前山字下神戸225-1 

 

意見（質問・要望） 
陳述者・ 

提出者 
回答 

パネル下部では稲を栽培す

るのか。 
説明会参加者 

パネル下部は農地のまま利用し、水稲栽培を

行います。 

柱部分のみ農地一時転用す

ることは可能か。 
説明会参加者 

農業委員会へ申請しており、許可が下りてい

るため可能です。 

土地改良区は本件について

把握しているのか。 
説明会参加者 

土地改良区に説明しております。 

水利組合及び隣接農地の所有者にも説明して

おります。 

工事の際に大型のトラック

が入ると思うが大丈夫か。 
説明会参加者 

部材搬入時にトラックが1回入るが、搬入経

路は問題ありません。何回もトラックが入る

ことはないです。 

工事中に目の前の道路が通

行止めになることはないの

か。 

説明会参加者 通行止めにすることはありません。 

発電した電気の収入はどの

ような扱いになるのか。 
説明会参加者 農業収入の扱いになります。 



発電事業者と土地所有者は

同一なのか。 
説明会参加者 

発電事業者は株式会社ガリレオ、土地所有者

は株式会社合原有機農園になります。 

周辺地域の平均単収と比較

して8割以上の収穫がないと

何か問題があるのか。 

説明会参加者 

改善が見込めない場合は設備撤去になる場合

がありますので、しっかり営農を行っていき

ます。 

減反の地域になっているの

か。 
説明会参加者 

減反の地域になっていないが、集団減反が求

められれば減反を行います。その場合は大豆

を作る予定です。 

更に設備設置を拡大してい

く計画はあるのか。 
説明会参加者 

農地を売却していただける場合は設備設置を

検討します。その状況により拡大していく可

能性はあります。 

設備の高さはどの程度にな

るのか。 
説明会参加者 3.2ｍ程度になります。 

パネル下部とパネル外でど

の程度収穫量が変わるの

か。 

説明会参加者 
パネル下部はパネル外と比較して概ね80％程

度になります。 

設備見学のようなことは行

わないのか。 
説明会参加者 

行っております。現在年間300名程度来てい

ただいております。 

災害時は勝手に使用しても

問題ないのか。 
説明会参加者 

災害時、停電時は使用していただいて構いま

せん。 



設備設置後に車が沢山来る

ことはないのか。 
説明会参加者 

設備設置後は定期点検等で車が来ることはあ

りますが、それ以外では農業のために車が来

ることはありますが沢山来ることはありませ

ん。 

設備設置後は草刈りなどの

管理をしていっていただけ

ればありがたい。 

説明会参加者 草刈りなどの管理はしていきます。 

排水は問題ないのか。 説明会参加者 

設備設置後も農地として利用します。下水も

あり、そちらに流れていくようになっており

ます。 

 


